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 富山県営体育施設条例施行規則を廃止する規則を次のように定め、公布する。 
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                     委 員 長 村  井     和  
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富山県教育委員会規則第１号 

   富山県営体育施設条例施行規則を廃止する規則 

 富山県営体育施設条例施行規則（昭和39年富山県教育委員会規則第54号）は、廃 

止する。 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

                        （教・スポーツ・保健課）  

 

 

 富山県総合体育センター条例施行規則を廃止する規則を次のように定め、公布す 

る。 

  平成27年３月25日 

                  富山県教育委員会 

                     委 員 長 村  井     和  

富山県教育委員会規則第２号 

   富山県総合体育センター条例施行規則を廃止する規則 

 富山県総合体育センター条例施行規則（昭和59年富山県教育委員会規則第４号） 

は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

                        （教・スポーツ・保健課）  

 

 

 富山県教科用図書選定審議会規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布 

する。 

  平成27年３月25日 

                  富山県教育委員会 

                     委 員 長 村  井     和  

富山県教育委員会規則第３号 
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   富山県教科用図書選定審議会規則の一部を改正する規則 

 富山県教科用図書選定審議会規則（昭和39年富山県教育委員会規則第３号）の一 

部を次のように改正する。 

 第１条中「第11条」を「第10条」に改める。 

   附 則 

 この規則は平成27年４月１日から施行する。 

                           （教・小中学校課）  

 

 

 富山県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 

施行規則を次のように定め、公布する。 

  平成27年３月25日 

              富山県教育委員会委員長 村  井     和 

富山県教育委員会規則第４号 

    富山県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に 

    関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、富山県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災 

 害補償に関する条例（昭和62年富山県条例第６号。以下「条例」という。）の施 

 行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （災害の報告） 

第２条 県立の学校の長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下 

 「学校医等」という。）が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、 

 それが公務によるものと認められるときは、速やかに次の事項を記載した公務災 

 害報告書により富山県教育委員会（以下「実施機関」という。）にその旨を報告 

 しなければならない。 

 ⑴ 災害を受けた学校医等の氏名、生年月日、性別及び職業並びに所属学校の名 

  称及び位置 

 ⑵ 補償を受けるべき者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と災害を受けた 
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  学校医等との続柄又は関係 

 ⑶ 傷病名（未定の場合には、疑われる傷病名）、傷病の部位及びその程度 

 ⑷ 災害発生の場所及び日時 

 ⑸ 災害発生の状況及び原因 

 ⑹ 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、部検記録 

  等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項 

 ⑺ 公務上の災害と認められる理由 

 （認定） 

第３条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに、その災害 

 が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したと 

 きは、補償を受けるべき者に対し、速やかに、条例第３条の規定による通知をし 

 なければならない。 

 （補償の請求方法） 

第４条 前条の規定による通知を受けた者は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、 

 当該各号に定める補償請求書を、学校医等の所属学校の長を経由して実施機関に 

 提出しなければならない。 

 ⑴ 療養補償 療養の給付請求書又は療養補償請求書 

 ⑵ 休業補償 休業補償請求書 

 ⑶ 傷病補償 傷病補償年金請求書 

 ⑷ 障害補償 障害補償年金・一時金請求書、障害補償年金前払一時金請求書又 

  は障害補償年金差額一時金請求書 

 ⑸ 介護補償 介護補償請求書 

 ⑹ 遺族補償 遺族補償年金請求書、遺族補償一時金請求書又は遺族補償年金前 

  払一時金請求書 

 ⑺ 葬祭補償 葬祭補償請求書 

 ⑻ 未支給の補償 未支給の補償請求書 

 （補償の支給） 

第５条 実施機関は、前条各号に規定する補償請求書を受理したときは、これを審 

 査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対しその決定に関する通知を 
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 するとともに、補償を行わなければならない。 

第６条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月 

 １回以上支給するものとする。 

 （遺族補償年金の請求の代表者） 

第７条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金（以下この条において「遺族補 

 償年金等」という。）を受ける権利を有する者が２人以上あるときは、これらの 

 者は、そのうちの１人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任 

 しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表 

 者を選任することができないときは、この限りでない。 

２ 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、 

 又は代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なけれ 

 ばならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したこ 

 とを証明することができる書類を提出しなければならない。 

 （所属学校の長の助力、証明等） 

第８条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求に必要な 

 手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属学校の長は、その手続を 

 行うことができるように助力しなければならない。 

２ 学校医等の所属学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要 

 な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。 

 （年金証書） 

第９条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金 

 たる補償」という。）の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき 

 者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。 

２ 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合に 

 は、当該年金証書と引き換えに新たな年金証書を交付しなければならない。 

３ 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めるこ 

 とができる。 

第10条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷し 

 たときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損 
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 傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。 

２ 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見した 

 ときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。 

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる 

 補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返 

 納しなければならない。 

 （定期報告等） 

第12条 傷病補償年金又は障害補償年金を受けている者にあつては障害の現状報告 

 書を、遺族補償年金を受けている者にあつては遺族の現状報告書を、毎年２月１ 

 日から同月末日までの間に、実施機関に提出しなければならない。ただし、実施 

 機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。 

２ 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を 

 実施機関に届け出なければならない。 

 ⑴ 氏名又は住所を変更した場合 

 ⑵ 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合 

  ア その負傷又は疾病が治つた場合 

  イ その障害の状態の程度に変更があつた場合 

 ⑶ 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合 

 ⑷ 障害補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合 

  ア 条例第４条において例によることとされている公立学校の学校医、学校歯 

   科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令（昭和32年政令第 

    283号。以下「政令」という。）第10条第１項（同項第１号を除く。）の規 

   定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合 

  イ 政令第９条第３項に規定する遺族の数に増減を生じた場合 

  ウ 政令第９条第４項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至つ 

   た場合 

３ 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく 

 その旨を実施機関に届け出なければならない。 

４ 前２項の届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を実施機 
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 関に提出しなければならない。 

 （記録簿） 

第13条 実施機関は、補償に係る記録簿を備え、必要な事項を記入しなければなら 

 ない。 

 （書類の保存） 

第14条 実施機関は、補償に関する書類を、その完結の日から起算して５年間保存 

 しなければならない。 

 （法令等の周知） 

第15条 実施機関は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補 

 償に関する法律（昭和32年法律第 143号）、政令、条例及びこの規則の要旨を、 

 提示その他適当な方法により学校医等に周知しなければならない。 

 （委任） 

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

                        （教・スポーツ・保健課）  

 

 

 富山県教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則の一部 

を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成27年３月25日 

                  富山県教育委員会 

                     委 員 長 村  井     和  

富山県教育委員会規則第５号 

   富山県教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する 

   規則の一部を改正する規則 

 富山県教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則（平成 

17年富山県教育委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３号を削る。 
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   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  

 

 

 富山県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 

施行規則を廃止する規則を次のように定め、公布する。 

  平成27年３月25日 

富  山  県  知  事 石  井    一 

富山県教育委員会委員長 村  井     和 

          第１号 
 

   富山県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に 

   関する条例施行規則を廃止する規則 

 富山県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 
 

施行規則（昭和62年 
富  山  県  規  則 
富山県教育委員会規則 第１号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、な 

 お従前の例による。 

                        （教・スポーツ・保健課）  

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県教育委員会告示第３号 

   指定技能教育施設における連携科目等の変更について 

 昭和43年６月６日付けで技能教育施設として指定した富山県技術専門学院におけ 

富  山  県  規  則 
富山県教育委員会規則 
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る連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目を次のと 

おり変更したので、学校教育法施行令（昭和28年政令第 340号）第34条第３項の規 

定により公示する。 

  平成27年３月25日 

                  富山県教育委員会 

                     委 員 長 村  井     和  

１ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目 

 （変更前） 
 

連携措置に係る科目 連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目 

機械操作基本実習 

溶接基本実習 

プレス加工基本実習  

特殊溶接実習 

板金工作実習 

総合加工実習 

製図 

展開図 

ＣＡＤ基本実習 

機械工学概論 

金属材料学 

溶接法 

安全衛生  

実習 

実習 

実習 

実習 

実習 

実習 

製図 

製図 

製図 

機械工作 

機械工作 

機械工作 

機械工作 

 （変更後） 
 

連携措置に係る科目 連携措置に係る科目に対応する高等学校の科目 

機械操作実習 

溶接基本実習 

プレス加工実習 

実習 

実習 

実習 

  



  10  平成 27年３月 25日    富 山 県 報         号  外   

 

 

特殊溶接実習 

板金塗装実習 

総合加工実習 

企業派遣訓練 

機械製図 

ＣＡＤ操作実習 

機械工学 

金属材料 

溶接法 

安全衛生 

実習 

実習 

実習 

実習 

製図 

製図 

機械工作 

機械工作 

機械工作 

機械工作 

２ 変更年月日 

  平成27年４月１日 

 

 

富山県教育委員会告示第４号 

   富山県教科用図書採択地区の設定についての一部改正について 

 富山県教科用図書採択地区の設定について（昭和42年富山県教育委員会告示第５ 

号）の一部を次のように改正し、平成27年４月１日から施行する。 

  平成27年３月25日 

                                富山県教育委員会            

                     委 員 長 村  井     和 

 教科用図書採択地区の表中｢構成郡市名｣を「構成市町村名」に改め、 
 
｢ 下新川・黒部 黒部市、下新川郡 ｣ 

を 
 
｢ 下新川・黒部 黒部市、入善町、朝日町 ｣ 

に改め、 
 
｢ 中新川 滑川市、中新川郡 ｣ 
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を 
 
｢ 中新川 滑川市、舟橋村、上市町、立山町 ｣ 

に改める。 

                           （教・小中学校課）  

 

 

富山県教育委員会告示第５号 

   富山県指定史跡の指定の解除について 

 富山県文化財保護条例（昭和38年富山県条例第11号）第６条第３項の規定により 

次のとおり富山県指定史跡の指定は、解除された。 

  平成27年３月25日 

                  富山県教育委員会 

                     委 員 長 村  井     和 

１ 指定が解除された富山県指定史跡 
 

 
名 称 

 

所有者又は 
管理者 所 在 地 備 考 

高岡城跡 高岡市 高岡市古城９番１外 

昭和40年１月１日指定 

(昭和40年1月１日付け 

富山県教育委員会告示 

第１号) 

２ 指定が解除された日 

  平成27年３月10日 

                       （教・生涯学習・文化財室）  

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

訓      令 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県教育委員会教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定 

め、公表する。 

  平成27年３月25日 

                  富山県教育委員会 
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                     委 員 長 村  井     和  

富山県教育委員会訓令第１号 

                                本  庁 

                                出先機関 

                                教育機関 

                                県立学校 

   富山県教育委員会教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県教育委員会教職員安全衛生管理規程（平成５年富山県教育委員会訓令第２

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「教育長」を「教育次長（教育次長が２人以上あるときは、教育 

長があらかじめ指定する教育次長。）」に改める。 

 第５条第２項中「教育次長（教育次長が２人以上あるときは、教育長があらかじ 

め指定する教育次長。以下同じ。）」を「教育企画課長」に改める。 

 第８条第３項中「小中学校課長」を「保健体育課長」に改める。 

 第９条第２項第１号中「教育次長」を「総括安全衛生管理者」に改める。 

 第１０条第３項第１号中「小中学校課長」を「保健体育課長」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

                           （教・小中学校課）  

 

 

 富山県教育委員会事務局及び富山県立学校職員被服等貸与規程の一部を改正する 

訓令を次のように定め、公表する。 

  平成27年３月25日 

                  富山県教育委員会            

                                委 員 長 村  井     和  

富山県教育委員会訓令第２号 

                                本  庁  

                                出先機関 
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                                教育機関 

                                県立学校 

   富山県教育委員会事務局及び富山県立学校職員被服等貸与規程の一部 

   を改正する訓令 

 富山県教育委員会事務局及び富山県立学校職員被服等貸与規程（昭和43年富山県 

教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第６項中 
 
｢  作 業 服 上 

 
作 業 服 下 

 
１ 
 

１ 

 
１ 

 
１ 

 
技術職員及び実習教諭を含 
 
み、理科実験を担当する者 
 
を除く。 
 

 

を 

 

白 衣 ２ １ 

 
理科実験を担当する者（実 
 
習教諭を含む。）に限る。 
 」 

 
｢  作 業 服 上 

 
作 業 服 下 

 
又 は 

 
白 衣 
 

 
１ 
 

１ 
 
 
 

１ 

 
１ 

 
１ 

 
 
 

１ 

 
実習教諭を含み、理科実験 
 
を担当する者を除く。 
 
作業服又は白衣のいずれか 
 
を選択できる。 
 

 

に改め、 

  白 衣 
 

１ 
 

１ 
 
理科実験を担当する者（実 
 
習教諭を含む。）に限る。 
 」 

 同表第８項中 
 
｢  作 業 服 上 

 
作 業 服 下 
 

 
１ 
 

１ 
 

 
２ 

 
１ 

 

 
実習担当の教諭に限る。 
 

」 

を 

 
｢  作 業 服 上 

 
作 業 服 下 

 
又 は 

 
白 衣 
 

 
１ 
 

１ 
 
 
 

１ 
 

 
２ 

 
２ 

 
 
 

２ 
 

 
高等部職業科の実習を担当 
 
する者に限る。 
 
作業服又は白衣のいずれか 
 
を選択できる。 
 」 

に改め、 

 同表第11項中 
 
｢ 
白 衣 

 
１ 

 

 
１ 

 

 
 
 」 

を 
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｢ 
白 衣 

 
１ 

 

 
２ 

 

 
 
 」 

に改め、 

 同表第14項中 
 
｢  作 業 服 上 

 
作 業 服 下 
 

 
１ 
 

１ 
 

 
２ 

 
２ 

 

 
 
 

」 

を 

 
 
｢  作 業 服 上 

 
作 業 服 下 

 
又 は 

 
白 衣 
 

 
１ 
 

１ 
 
 
 

１ 
 

 
２ 

 
２ 

 
 
 

２ 
 

 
作業服又は白衣のいずれか 
 
を選択できる。 
 

」 

に改め、 

 同表第15項中 

 
｢  白 衣 

 
 

 

 
１ 

 
 

 

 
１ 

 
 

 

 
機能訓練を担当する者を除 
 
く。 
 」 

を 

 
｢ 
白 衣 

 
１ 

 

 
１ 

 

 
 
 」 

に改める。 

 別記様式注１中「小中学校課」を「保健体育課」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の富山県教育委員会事務局及び 

 富山県立学校職員被服等貸与規程に基づき貸与されている被服等は、この訓令に 

 よる改正後の富山県教育委員会事務局及び富山県立学校職員被服等貸与規程の相 

 当規定により貸与されたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算につ 

 いては、この訓令による改正前の富山県教育委員会事務局及び富山県立学校職員 

 被服等貸与規程により貸与を受けた時から起算する。 

                           （教・小中学校課）  
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部北陸新幹線 

第二建設局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３ 

項の規定により公示する。 

  平成27年３月25日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  公共測量（空中写真測量） 

２ 作業期間 

  平成27年３月16日から平成27年９月３日まで 

３ 作業地域 

  朝日町、入善町、黒部市、魚津市、滑川市、 

  上市町、富山市、射水市、高岡市、小矢部市 
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